
   東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する    

   条例 

 東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成５年条例第２４号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第１中「２，２００円」を「２，６００円」に、「１リットル」を「１便槽１

回」に、「２０円」を「１０，０００円」に改め、同表に次のように加える。 

浄化槽汚泥 （１）事業所等不特定多

数の者が使用する施

設等に設置された浄

化槽に係る汚泥を処

分するため、運搬し

て排出する場合 

２，０００リットルまで 

１５，８００円 

２，０００リットルを超える

場合は、１５，８００円にそ

の超える量が１，０００リッ

トルまでを増すごとに７，９

００円を加算した額 

（２）前号の施設等以外

の施設等に設置され

た浄化槽に係る汚泥

を処分するため、運

搬して排出する場合 

１浄化槽１回につき 

２,０００円 

 

 別表第１備考１の項中「し尿」の次に「、浄化槽汚泥」を加え、同表備考２の項中

「及びし尿」を「、し尿及び浄化槽汚泥」に改め、同表備考４の項を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の規定は、令和８

年４月１日以後に行う廃棄物の処理に係る廃棄物処理手数料について適用する。 


